
様式第1－2号

支 出証拠書（各種団体会費）
拝

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

ノ

薬理番号 3-5-5-／

経費項目 ･研修費

内 容 NPO時ノ寿の森クラブ年会費

年月 日 令和7年5月7日～ 年 月 日 金 額 3,152円

会の趣旨．

目 的

地球規模で環境破壊が進む中豊かな森林の再生を目指し､森林を守り、森の豊かさを学び、
奔)坐の丑ﾝEｾﾈﾄｰ全一うぐし)か舟佳浄)扇

会の活動

内容等

森林保全活動、学習会、講演会、社会体験事業等

政務活動．

県政との

関連性

県には森林保全計画があり、環境保全を目指す活動も多く、議会には林活議員連盟も存在

し、活動状況の研究や意見交換を通じ今後の質問等に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,152円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,152円



「 －

夕－5－5－／ この法人の目的に賛同し、この法人の運営に挽わるために入会した個人及び団体。
(2)サポーター会貝

この法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援するために入会した個人及び団体。
．（入会）

第7条この法人に会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理
事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認迩なければならない。
2理事長は、前項のものの入会を翌めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は
団体にその旨を通知しなければならない。

（会費）

第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（1）退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
（3）継続して1年以上会費を滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
（除名）

第11条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の謹決により、その会員を除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな
い、

（1）法令及びこの定款等に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ､又は目的に反する行為をしたとき。
（拠出金品の不返還〉

第12条騒に納入した会費及びその他の拠出金品は､返還しない。

特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブ定款

第1章 総則

（名称）

第1条この法人ば、特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブという。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県掛川市内に置く。

r

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、静岡県掛川市倉真字時ノ寿地内の森林（以下、「時ノ寿の森」という｡）の持つ豊
かな多様性と多面的な機能をプラットホームとして、広く社会の人々に対し、森林をはじめとする自
然環境の大切さをE斥求し、その保全に必要な活動を行い、未来の子どもたちへ豊かな森を引き継ぐ・と
ともに「森と共生する循環型社会」の実現を目指すことを目的とする。

／■~､

ﾉ

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、第3条の目的を逮成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」という｡）第
2条別表のうち、環境の保全を図ろ活動を行う。

P

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

（1）森林保全事業

①時ノ寿の森の民有林の借上げによる保全事業

②時ノ寿の森及びその周辺の森林の間伐に関わる事業

。③時ノ寿の森の景観及び生魍系の保全と調査・研究に関わる事業

②森林製品販売事業

①森林から生産される製品の研究・開発事業

②森林から生産される製品の販売促進事業

(3)普及啓発事桑

①伝統的な森林文化を継承する事業

．②時ノ寿の森のフアンを広げる事業

③環境に対する意識を広め高める事業

（4）その他、上記各号に付随する事業‘
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第4章役員

（役員の租別及び定数）

第13条この法人に、次の役員を置くも

（1）理事長1人

（2）副理事長2人以内

（3）理事輕事長及び副理事長を含む｡）3人以上7人以内
（4）監事1人以上

（役員の選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2理事長及び副理事長は、理事会において互選する。・

3監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
2

第3章会員

（種別）

第6条この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって法上の社員とする。

（1）運営会員

1 ．

＝

5役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超え
て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて

含まれることになってはならない。

．（役員の職務）

第15条理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理

事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。

4監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）.この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する
こと。

（4）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招築すること。
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述ぺ、若しくは理
事会の招集を鯖求すること。

（役員の任期等）

第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず､後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の耒日後最初の総会
が終結する玄でその任期を伸長する。

3補欠又は増員により適任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第17条に定める最小の役員数を欠く場合
には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

（役員の欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。

（役員の解任）

第18条役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の識決により、その役員を解
任することができる。この場合、その役員に対し、譲決する前に弁明の機会を与えなければならな
い。 〆
（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。

（2）恥務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき．

（役員の報酬等）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

．第5章総会

（総会の種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2弧とする。
（総会の構成）

第21条総会は、運営会員をもって櫛成する。

（総会の権能）．

第22条総会は､次の事項を憩決する。
（1）定款の変更

② 解散 ？

（3）合併

（4）事業計画及び活動予算の決定

（5）事業計画及び活動予算の変更 〆、i
（6）事業報告及び活動決算 ．′
（7）役員の避任又は解任､職務及び報酬
（8）会員の除名

（9）会費の額

(10)借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡）その他新たな義務の負
担及び権利の放棄

（11）事務局の組織及び運営

（12）その他この法人の運営に関する重要事項 ′
（総会の開悩）

第23条通常総会は、毎年1回会計年度終了後開催する。
222臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と記め招築の請求をしたとき。
（2）運営会員総数の5分の2以上から会謹の目的である事項を記載した害面により招集の箭求があ／、.ｼ

ったとき。

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
（総会の招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招築する。
2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったと.きは、その日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。、
3総会を招集するときは、会識の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催の
日の少なくとも5日前蔑でに通知しなければならない。

（総会の議長）

第25条総会の識長は、その鯰会において、出席した運営会員の中から避出する。
（総会の定足数）

第26条総会は、迎営会員総数の2分のi以上の出席がなければ開会することができない。

割
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(3)‘第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の謂求があったとき。

（理事会の招集） 、1
第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集す．るときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示1ずた書面等により、開催の
日の少なくとも1日前までに通知しなければならない。

（理事会の識長）

第34条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（理事会の議決） 了

第35条理事会における議決事項は､第33条第3項の規定によりあらかじめ通知qた事項とする。
ただし、理事総数の過半数の賛同が得られれば、それ以外の事項についても議決できるものとす
る。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。

（理事会の表決権等）

第36条各理事の表決権は､.平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面
又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の出席する理事を代理人として表決を委任することが
できる。

3前項の規定により表決した理事は､第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、
理事会に出席したものとみなす。

4理事会の識決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな
い。

（理事会の議事録）

第37条理事会の議事については、次の事項を記戯した議事録を作成しなければならない。
（1）日時及び場所

（2）理事総数､出席者数及び出席者氏名(書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その
数を付記すること。）

（3）審融事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には急議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押
印しなければならない。

（総会の識決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2総会の識事は宮この定軟に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

（総会の表決楢等）

第28条各運営会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書

面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の運営会員を代理人として表決を妾任するこ.とがで

きる。
『

3前項の規定により表決した運営会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第

47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることがで

きない。

（総会の議事鋤

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

（2）運営会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付

記すること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び詮決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印し

なければならない。
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（理事会の栴成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の権能）

第31条理事会は、この定献で定めるもののほか、次の事項を礒決する。

（1）総会に付議すぺき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開倒

第32条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった

とき。

第7章資産及び会計

（資産の欄成） 、

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるも･のをもって構成する。
（1）設立当初の財産目録に記載された資産

65

（2）名称

（3）‐モの行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所管緒変更を伴なうものに限る）

.（5）社員の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

（7）会議に関する事項

（8）その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る）

（'0）定款変更に関する事項 』、

（解散）

第48条この法人は、次に掲げる事由により解散する。 『
(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)運営会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続きの開始

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得な

ければなら･ない｡

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

（残余財産の帰属〉

第49条この法人が解散（合併又は破産による解散を除く｡）したときに残存する財産は、法第11

条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとす
る。

〈合併）

第50条この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を

経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

（2）会費

（3）寄附金品

（4）財産から生ずる収入

．(5)事業に伴う収入

（6）その他の収入

（資産の管理）

第39条この法人の資産は､､理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定め

る。

（会計の原則）

第40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとするや

（事業計画及び収支予勤

第41条この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければな

らない。

（暫定予算）

第42条第4工条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の謹決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入，支出することができ

る。

2前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入，支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第43条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2予儲費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の変更）

第製条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決淀経て、既定予算の変更をす
、

ることができる。

（事業報告及び決算） 、

第45条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、

毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において、議決を経なけ

ればならない｡

2決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならな

い。

（事業年度）

第46条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

『 ､

＜

、_-.J

第9章公告の方法

（公告,の方法）

第51条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただ

し、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲

戦して行う。
第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第47条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した運営会員の4分の3以上の

多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合､所轄庁の認証を

得なければならない。

（1）目的

7 ．

第10章事務局

（事務局の設置）

第52条この法人に、この法人の事務を処理するため､･事務局を履く。

2事務局には、事務局長その他の職員を置く。

8
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3事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の融決を経て、理事長が別に定めろ。

附則

1この定款の変更は、令和3年7月16日から施行する。

第1ｴ車雑則

蜘則） 、

第53条この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

１
２ 竜
ぽ
じ
，
１
Ｊ

サ
Ｕ
■
０
１
６

理事長

副理事長

理事

理事

理事

理事

監事

監事

一、

3この法人の殺す当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかかわらず､'成立の日から平成24年

3月31日までとする｡

4この法人の段寸当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定め

る ／

ところによる。 ’

5この法人の殴古当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月3

1日崖でとする。

6この法人の瞬方当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

§剣

く

＜I
L－

(1)運営会員 年会費個人 3，000円

団体 30，000円

(2)サポーター会員年会費個人 1，000円

団体 10，000円

附則．、

1この定款の変更は、平成24年9月13日から施行する。

附 則

lこの定款の変更は、平成27年5月23日から施行する。

附 則

1この定款の変更は、平成30年6月3日から施行する。

附 則

1この定款の変更は、令和3年6月6日から施行する。
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様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

麹躍号 3-5-5‐＆

経費項目 諦闇暇賓･研修費。職 ･要談際漉曠･会議費･資料l賊費･資繩瀞費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県予算資料郵送料

年 月 日 令和7年5月7日～令和7年5月30日 金 額 2,090円

目 的
県予算資料郵送料

使 途
郵送料

政務活動.

県政との

関連性

県政の状況を報告し今後の議会活動に役立てる。

く領収琴鮒枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,090円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,090円
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様式第1~－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

轄理番号 3-5-5-3

経費項目 職 ･研修費･広聴広報費･野識儲瀧犢･会議費･資料ｲ賊費･笥s朧入費･事務費･事獅T費･人件費

内容 県庁にて調査

年月日 令和7年5月8日～年月日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC<=>静岡IC(@1,410×2)

政務活動・

県政との

関連性

県議会における対応についてである
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

l/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

薬理番号 3-5-5-￥

経費項目 繩･研修費･広聴広報費･蕊談欝瀧憤･会議費･資料ｲ伺媛． 資繩青入費･事務費･謡翻漬･人件費

内容 静岡県病院協会役員との意見交換

年月日 令和7年5月9日～年月日 金額 2,820円

目的
状況調査

使途
交通費東名湖IIIC 瀞岡IC(@1,410×2)

政務活動．

県政との

関連性

県内病院における状況を調査し今後の質問に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-5-ケ

経費項目 職･研修費･広聴広報費･蕊談儲瀧債･会議費･資料作成費･資繩鴬入費･事務費･事翻T費･人件費

内容 三島観光協会会員との意見交換（交通費）

年月日 令和7年5月12日～令和年月日 金額 6,030円

目的
三島観光協会会員との意見交換

使途
交通費（東名代）

関連性

県には観光振興計画かあり、県束昔|jの観光争』|肯を鴨取し侍7こ却兄ど今俊の負向寺に1文ユL

る 0
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

6,030円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,030円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

三
轄理番号 3-5-5-も

経費項目 繩･研修費･広聴広報費･鶏關購瀧謄･会議費･資料I飼漬･資料購蹟･事務費･事翻了費･人件費

内 容 静岡県原発調査研究議連視察費

年 月 日 令和7年5月13日～令和7年5月15日 金 額 144,528円

目 的
女jll原発他視察

使 途
視察費～交通費、宿泊費他

政務活動

県政との

関連性

県には原子力安全対策会議があり、視察を通じて得た知見を今後の質問等に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

144,528円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

144,528円
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様式第2号

*本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

県 外 調 査 概 要 書

令和7年5月15日

自民改革会議 増田 享大

目 的
宮城県女川原発他視察

年 月 日 令和7年5月13～15日

場 所 宮城県

内 容

1 行程

2 応対者 I
<行き＞掛川駅一仙台駅一仙台空港 く帰り＞仙台駅一掛川駅

JR 貸切バス JR

3 聴取内容 に関しては伊藤謙一県議提出3-14-5-1を参照

4 県政への反映

女川原発に関しては、当時の国の電力需要のひっ迫度からか原子力規制委

員会の審査は今日の浜岡原発などへの対応の厳しさと比較するとやや緩や

かな一面もあったのではないかと感じてしまった。

東日本大震災のさなか、近隣住民を原発敷地内の体育館に避難させ、手厚

い対応をされたお話には大変感銘を受けた。

本県には浜岡原発が立地するが、万全な安全対策は勿論のこと、周辺自治

体や近隣住民との良好な関係性を築くことは大変重要だと感じた。

杜の都バイオマスエナジーでは、近代的なエネルギー創出装置の下、資源

の有効利用が図られており、津波被害を受けたエリアとはいえ、未来に向け

た企業活動の充実ぶりがうかがえた。

本県としても、環境対策とエネルギー需要対策は重要な課題であり、今後

の質問に役立てていきたい。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

:｣,X・‐..！

’

309434
コ唖 』生

ｦ瓜 タカヒロ 職

_O597-21-

06.520.38” （裏直]6.520.38⑭ （裏直

轄理番号 3-5-5-〉

経費項目 調査研究費･研修費･広聴f鰯費･覇熊辮識･会議費･資料胴鑛･W1s購入費･事務費．錘 ･人件費

内 容 事務所賃貸料

年月 日 令和7年『月ノド日～ 年 月 日 金 額 56,100円

目 的
政ﾝ憐Y芒痩乃をｼi丁フ畢寸労Bi賃負非斗
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カクカ帆ワ

当座309434

力）ヨシ外 様

マスタ“タカヒロ様
TELO597-21-2700

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

112,200円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

56,100円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-5-F

経費項目 ･研修費

内 容 掛川市子どもの読書活動を考える会年会費

年月 日 令和7年5月18日～ 年 月 日 金 額 1,500円

会の趣旨．

目 的

|司会は字斗交凶吉さや谷目治1本図書館の充実、司書の充実皇寺を超し、十1乗の証言鋤東冥の奴吾乞

目的としている。

会の活動

内容等

定期勉強会・総会。読み間かせ会の開催

政務活動。

県政との

関連性

読書活動振興は県の重要な施策であり、沽動を字び今後の質問に役立てる。

く領収琴占付枠＞

※添付書類：圃忘雲恥 事業概要・その他（ ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

1,500円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,500円



書領 収
令和7年5月18日

享大 様70 増田

￥1,500※

但 令和7年度会費

一卜記金額正に領収しました。

掛川市子贄読書i雷動まえる蓑〃

や
下
寺
叱



第3号議案 令和7年度掛川市子どもの読書活動を考える会役員(詞 役員

第6条 この会には、次の役員を置く。

会長1名 副会長1名 事務局長1名 事務局員若干名 監事2名

なお顧問を置くことができる

第7条役員は、年度の最初の総会において、会員より選出する。

第8条役員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

1会長は、この会の業務を総括し、この会を代表する。

2副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

3 事務局員は、この会の事務を行う。

4会長、副会長、事務局長、事務局員で運営委員会を組織し、会の運営を行う。

会議

第10条総会は、年1回開き、会長が召集する。運営委員会は、必要に応じて会長が召集する。

第4号議案 掛川市子どもの読書活動を考える会会則改正（案）

掛川市子どもの読書活動を考える会 会則

名称

第1条この会は、「掛川市子どもの読書活動を考える会」と称する。

条
１
２

１

計
１
会
第

この会の会計は、次の通りとする。

この会の事業に要する費用は、会費・寄付金をもってあてる。

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

本拠・事務局

第2条この会の本拠・事務局は、下記とする。（事務局長宅）

会則の発効

第12条 この会則は、平成15年12月6日から効力を発する。

平成16年5月15日 一部改正

平成17年5月14日 一部修正
平成30年5月13日 一部改正

令和 7年5月18日 一部改正

目的

第3条この会は、子どもの健やかな成長を願い、子どもの読書活動の推進を図ることを目的とす

る。

読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、思考力や表現力を高め、創造力を豊かな

ものとし、社会の一員として、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことので

きないものである。これらの計り知れない価値を認識して、読書環境の整備など読書活動に

関する諸問題に取り組み、子どもの読書活動の推進に寄与する。

事業

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1掛川市立図書館､保幼・小・中・高等学校、福祉施設、公民館、地域生涯学習センター、

その他関係機関等と連携し、子どもの読書環境を整え、読書活動の推進を図る。

2子どもの読書の実態や環境について調査・研究を行い、提言する。

3 子どもの読書に関する学習会を行う。

4 読書活動に関する情報の収集および提供を行う。

5その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

会員・会費

第5条この会の会員は、次の資格を有し、会費を納入するものとする。

1この会の目的に賛同し、会の行う事業に参加するものをもって会員とする。

2 会費は、年1,500円とする．

』
↓
吟
１
の
，
や

－6‐
、

氏 名 役職名 氏 名

長今云 ■■■■■■■ 事務局員

副会長 ■■■■■■ 事務局員

事務局長 ■■■■■■： 監 事 ■■■■■■■

事務局員 ■■■■■■ 監 事 ■■■■■■

事務局員-i 顧 問 ■■■■■■

事務局員 |■■■■!■■■‘

事務局員 I■■■■■■

事務局員 I■■■■■■



様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）｜
’

鑿理番号 3-5.5-?

経費項目 調査研罎･研修費．鰯費 ･癖蹴鞠鋤費･会議費･資料侑續･資料購磧･事務費･事翻漬･人件費

内 容 静岡県議会リポート郵送料 '/bl3/

年月 日 令和7年5月19日～令和年 月 日 金 額 152,766円

目 的
静岡県議会リポート郵送料

使 途
郵送料

政務活動・

県政との

関連性

県政の状況を幸晧し今後の議会活動に役立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

152,766円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

152,766円
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議。増田享大）

’

整理番号 3-5-5-ﾉグ

経費項目 調査研續･研修費･広聴広藤蹟･蕊轆購瀧犢･会議費･資料I賊費･鮮購ｽ費･事務費．鰯人件費

内 容 事務所電気代rぐ4分）

年月 日 令和7年5月19日～ 年 月 日 金 額 2,741円

目 的
j蛾沽動をｲ丁フ串?傍ﾉﾂ耐杢賓

使 途
争ｵ労BT.電気』て

政務活動．

県政との

関連性

く領収藝占付枠＞

1

中
日
、
■
Ｉ
占
日
心

，
。
『
Ⅱ
７
１
Ｊ
晴
Ｖ
へ
。
へ
ソ
踏
会
、
咽
Ｉ
馬
も
皇
弩
Ｊ
伽
Ｐ
Ｈ
ノ
恥
．
心
一
弾
い
も
■
牝
１
鴫

こ

の

鐸
又
堤
職

証
Ij

大
切

に

假
管－

し
ブ
ｋ
／
、
坐
八
０
罰
Ｃ
Ｉ
Ｕ

振替払込請求書兼受領証(振込金受領証)(070509）

七
お支払鬮日は[一扉~殉です｡お支払期日を過ぎてお支払いいただいた潟合は、

0

1延滞利息(年利10%)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご謂求いたします。
， ただし、 ご家庭や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが、

’ 10日目までにお支払いいただいた鳩合は､遥帯利息を申し受けません．

払込用紙の有熱鯛畷は「扉元可となっております。
中部電力ミライズ株式会社カスタマーセンター

(ゆうちよ銀行）

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
蕊
薗
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ｋ

お支払期日の翌日から

－

』

口癖銅

号番号 00100 霊 5 堕霞 900116
加入

者名
中部電力ミライズ樵式会社

令和 7年5月分 ご使用期間 4月8日～5月8日（日程06）

金額

十 盲 十 万 千

5

白

4

十

8

円

3

消費税等相当額(再掲）

’ ’498円

ご依顔人氏名

増田享大様

お客さま番号・契約種別 容 量 ご使用母 卜記今額の内訳(円）

I■■■■■■
推量電灯B

0570－048－155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

日 附 印

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

5,483円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

2,741円



様式第1－2号

支 出 証 拠 書（各種団体会費）

（会派名。議員氏名 自民改革会議・増田享大）

薬理番号 3-5-5-〃

経費項目 ･研修費

内 容 MRC(マネイジメントリッチクラブ）年会費

年 月 日 令和7年5月22日～ 年 月 日 金 額 24,000円

’

会の趣旨。

目 的

上V』_LしLノVd､云具IF_未〃鄙｣畠LuJ杉胸J1室1月“4VノrU．lフー、、、．Aら山ﾉ夢駒ﾉi生1月 、ノl圭自YｰIヨフ′･ﾉ'l制K'、‘d､ﾛ刀マー幻十1ﾉ、vｰlﾄ0J

け研修会や意見交換会を実施し、企業業績向上により適正納税に努める。

会の活動

内容等

総会・定例会・先進地視察

政務活動．

県政との

関連性

企業支援は重要な県施策であり、県には中小・小規模企業振興基本条例が制定されている。

＞収書貼付枠く領
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厩
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言
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》
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罫
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Ｃ

Ｃ
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州
Ⅲ
Ⅲ
皿
Ⅲ
眺
里
留
旺
罵
測
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Ⅲ
川
棚
‐

上
詠
併
之
柚
ミ
コ
圃
佃
側
迦
一
三
鞘
田
棚

■

）筐恥(靹淵i獅針※添付書類：団体の会則・事業概要．

価
鋲
報
而
厨
杷

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

24,000円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

24,000円
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(?-ぐ・'"‐ンノ
3－5－s－ﾉ／

(ﾂｰ§-,'-1） マネーS>メントーリッヲニークラブ(nIRC)Y舌動方針一
圭農本こ玉里ｺ念やマネージメントーリッヲニークラブ、(I,j二RC)

令和5年4月10日 ＜7舌動目標と言果貴雲＞

＜こ三三一つの目白勺>＞ 1，会員企業がそれぞれ地域オンリーワン企業を目指し、お互いに「知り合い、学び合い、援け合い、

切瑳琢磨し合い」自己研鐙をはかります。

2、会員同士が本音で経営を語り合い、率直、真剣な意見交換、アドバイスをし合える活動、「定例会」

を確立します。

3、会員同士の絆を強め、お互いが先生になり、生徒になって「競生」の関係を目指し、共に行き抜く

同士関係をつくります。

4，必要に応蟻て講師を招き､講師例会としま丈..．． ､.．．． ー‐‐‐.…．_．‐－．－．．－

5，活動の基本は、三つの目的『豊かな会社をつくろう』『豊かな経営者になろう』『豊かな経営環境に

しよう』の実現に集約されます。

6、政治活動や、ボランティアはしません。専ら中小企業経営者に関する様々な課題について研究し、

研鐙し、自らの成長を図る道場とします。

1．豊かな会社をつくろう

会員の経験と知識によって、企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくります。

2．豊かな経営者になろう

謙虚に学びあい、現代の経営者に要求される総合的な能力を養います。

3．豊かな経営環境をつくろう

中小企業の経営を守り、繁栄させるために経営環境の改善に努力します。

＜自主・民主一罰菫羊菩の斗宥ﾈ申＞

~MRCの運動、活動の進め方についての基本的態度～ 知り合い；学び合い；援け合いの精神 <Y舌動ｲ本帝Ⅱ＞

自主；他のいかなる所からも干渉や支配も受けません。会員の主体性を守ります。

民主；会員の要求や意見に基づいて運営し、ボス支配を排除します。

連帯：会員同士の相互の高まりあいから生まれる深い信頼関係を築きます。会員以外の人との融合、

協力も進める立場をとります。

1，月1回、会員および一般ゲストを含めた定例会を開催する。

2，会員は定例会には必ず参加して学び合う。

3、定例会では会員が自社の問題点など話題提供をし、意見交換をし、会員交流を積極的に行う。

4、当面会員数は200社を目標とし、150名以上の参加者が実現したところで分会を検討する。

5，役員は会長1名、副会長3名、監査役1名を置く。

6，会費について、年会費24，000円（月額2，000円）を年度初に一括納入する。

7，会計は単年度会計として、繰り越し金は最小限に押さえる。

8，任期、役員改選方法、その他細部の規約については別途定める。

9，会員の継続は自動継続とします。

＜国民､や地:域と共Wご歩む中副､企業＞

~MRCがめざす中小企業～

優れた商品やサービスを提供し、人々の生活の向上と地域経済の繁栄を支え、豊かな国民生活の

実現に貢献するという、社会的使命感を自覚した企業活動を目指します。

～新しい時代が求める21世紀型中小企業～

、自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業を行い、国民と地域社会

からの信頼や期待に高い水準でこたえられる企業。

・社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ち合い、高まり合い

の意欲に燃え、活力に満ちた、豊かな人間集団としての企業。

k

１

2



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名。議員氏名自民改革会議・増田享大）

|’ |’
領収書

増御喜大臘
No.

金額

; :蕊:報諭副○O6円n･..: ！』*毎

但令和7年度掛川観光協会大須賀支部懇親会費として

令和7年5月23日

上記正に領収いたしました
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鑿理番号 3-5-5-β

経費項目 …･研修費･広聴癖費･雰諏際諦婚･会議費･資洲乍成費･資料購入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 掛川観光協会大須賀支部総会会費

年月 日 令和7年5月23日～ 年 月 日 金 額 3,000円

目 的
御||観光協会大須賀支部総会意見交換会参加費

使 途
会費

政務活動．

県政との

関連性

ク1瓦YｰVひざ”[』ノu1〃塁奉口1国'ゾ元Lxノン、少P山ﾅ藷”ロノuJ〃基アマK,－1詞 う．シマlﾉ、1ノuL当1．円』ｰ部へ／、一二一 L当1，~JⅥ J』二王､~＝"-塁

問等に役立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,000円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,000円



3-5-5-B

11
令和7年4月吉日

静岡県議会議員

増田 享大 様

(公社)掛川法人会大須賀支

支部長 榑林眞

(公社)掛川法人会大須賀支部総大会ご臨席のお願い

陽春の候、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当支部の事業運営につきましては、格別のご指導とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、下記日程により支部総大会を開催いたします。ご多用のところ、誠に恐

縮に存じますがご臨席を賜りますようご案内申し上げます。

記

傍

1．日 時 令和7年5月23日（金）午後3時～

2．会 場 Ci-roks(掛川市西大渕63)

3．日 程 第1部

第2部

通常総大会 午後3時00分～3時30分

記念講演会 午後3時45分～5時00分

講 師 掛川市危機管理監

岩岡 政治 氏

演 題 「元自衛官から見た

地域防災の課題と強化施策」
_ ---＝e一一一0一一■■ローーーら一 ■や■一 －－B＝一一一一一一一一一 一一一一

公益社団法人

掛川法人会大須賀支部
懇親会 午後5時30分～

八百甚（掛川市横須賀113)
〒437－1304掛川市西大渕63番地

TEL(0537)72-2701

FAX(0537)72-4259

＊当日はご祝辞を賜りたくお願い申し上げます。

＊出欠席につきましては、5月14日（水）迄に別紙にてご返信願います。
ﾐﾆﾆﾆﾆ －－弓一三ニニニー

事務局:掛川みなみ商工会 -)TEL:72-2701･FAX:72-4259

胆盤室grQ〃引田餅l■■■■I』 ⅢO｣」,00/300.drO9# 90:0191/90/9ZOZ



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

（会派名。議員氏名 自民改革会議・増田享大）

(ﾉ獣/食2桝掩針逗腿）

轄理番号 3-5-5-ﾉド

経費項目 鋤.研修費.広臘鵡潰.蕊談儲瀧婚.会議費.資料侑媛｡資繩静費事務費事翻漬･人件費

内 容 会費

年月 日 令和7年5月23日～ 年 月 日 金 額 5,000円

目 的
御||市管工事協同組合会員との意見交換

使 途
意見交換会会費

政務活動．

県政との

関連性

管工事業資材高騰県民生活環境の状況等を聞き取り今後の議会活動に役立てる。

1

F

＜領収書貼付枠＞

｜ 領収証 静岡県議会議員増田享大 様
I

U

淳方夕‘ﾌ'一★

但 懇親会会費

令和7年5月23日 上記正に領収いたしました
■

I

’

１
０
日
日
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
１
０
Ｕ
■
４
０

’

内訳
－

税抜金額

消費税額（％）

No.
－

掛川市管工事業協同
代表理事

登録番号

糸

…
－ 亭

収入印紙

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

5,000円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,000円



1 」 』 』ノ

3-3‐3－〃｝’

令和7年4月10日

野“月）
静岡県議会議員 増田事大 様

■f ■

掛川市管工事業協同組合

代壼彊事 罵浮

掛川市管工事業協同組合通常総会並びに懇親会のご案内

拝啓春暖の候貴台におかれましては益々ご渭祥の事とお慶び申し上げま

す。

さて、この度下記の通り通常総会並びに懇親会を開催致します。

時節柄ご多用の事とは存じますが、是非ご出席くださいますようご案内申し上げ

ます。

又、大変恐縮ではございますが、懇親会の席にてご挨拶を賜りたく存じます。
傍

敬具

坐

ー壱
|dqZ
、 よ

" '

編、
あて
’）、

記

１
０
○

３
３

日 時： 令和7年5月23日（金）

通常総会 16

懇親会 18

凸
■
０
４

７
○

１
２

－
－
０
０

ｓ
３

場 所:｡騨溌鴬熱急霊霊…駕倉嘉瀦…(菌ケ谷）
懇親会 うおそう（大手町）

軍崇呂もゾノロ.･･･E･･尹急:吟:･式乱舞単も.:噂･品EEO託z乳管:J■z･･安‐・・‐‐･

懇親会会費: 7,000円
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＊大変恐れ入りますが、5月16日（金）までに電話(22-8033)又はFAX(29-

7079）にてご連絡くださいますようお願い致します。
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）
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m7年5H24E

｡ O法人掛川市ス1

;長 鈴木Ⅱ

T10804050046』

麹鐇号 3-5-5-/ケ

経費項目 織 ･研修費･広聴広報費･鶏調誇鰯置･会議･資料ｲ賊費･資料購ｽ費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 会費

年月 日 令和7年5月24日～ 年 月 日 金 額 5,000円

目 的
"l1市スポーツ協会会員との意見交換

使 途
意見交換会会費

関連性

巾氏の1淫ﾉ乗一コくりに|口｣けたY古到'T'地]瑛昔|jY古の;灰I虻』寺争･』|官乞聞さ月Xり署手俊の譲云Y古到に'皮

立てる。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

5,000円

案分率(b)

L/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,000円
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3-3-S-/d. 掛体本第6号
令和7年4月30日

、夢/髪
NPO法人掛川市スポーツ協会

会長 鈴木 正治

静岡県議会議員

増田 享大 様

令和7年度年度特定非営利活動法人掛川市スポーツ協会通常総会

及び懇親会の開催について（通知）

春暖の候 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃､当協会の運営につきましては､格別な御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記のとおり令和7年度通常総会及び懇親会を開催する運びとなりました。

つきましては、大変お忙しいこととは存じますが、是非とも御臨席を賜りたく御案内申し

上げます。

なお、準備の都合がありますので、出欠を5月14日（水）までに、事務局まで御返送く
f〆~、ノ、-一一、､一〆･･笥一津酎～〆、.－.-F-~_…_〆‘－－－－～----

ださるようお願いいたします。

記

1 日 時 令和7年5月24日（士）

総 会 受付 午後2時30分

開会 午後3時00分

講 演 午後5時00分

懇親会 午後5時40分

録
、｡～一一.一〆

陰

2会 場 パレスホテル掛川（掛川市亀の甲2-8-5 電話0537-22-0111）

令和6年度事業報告並びに活動決算報告について

令和7．8年度理事・監事の選任（案）について

令和7年度事業計画（案）並びに活動予算（案）について

その他

3 議 題 1）

2）

3）

4）

4講演袋井市スポーツ協会会長の溝口紀子氏による講演を予定しております。

（1992年バルセロナオリンピック柔道52kg級銀メダリスト）

5懇親会競技団体の皆様と一同に会して親睦を深める貴重な機会となりますので、
総会に引き続き御出席いただけますと幸いです。

会費 5，000円

※大東・大須賀地区で出席される方は、送迎バスの御利用の有無も御連絡ください。
※御出席の際には、ノーネクタイ等軽装でお越しください｡

灘鐡『儲ﾎｰﾂ協会F票豚訂壺禰廃燕。○潅人箱
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口本 部

〒436-0043静岡県掛川市大池2192番地
B&G海洋センター内

TEL:0537-24-9781FAX:0537-24-9688

Eメール;info@kqkegowo-sporfs.com
h廿ps://kokegowq-sporfs.Com

ﾕ型ﾙlnlugjKaKegawa~sPortS.cc

火曜円壼休

■■■■■Ol
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様式第1－2号

支 出 証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田 享大）

轄理番号 3-5.5-/‘

経費項目 ･研修費

内 容 bn地域医療を育む会

年 月 日 令和7年5月25日～ 年 月 日 金 額 2,000円

会の趣旨．

目 的

病院・看護現場･利用者を繋ぎより良い医療環境を整備する。

会の活動

内容等

研修会、講演、啓発活動

政務活動．

県政との

関連性

県地域医療計画の方針に沿うものである。

く領収書貼付枠＞
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消費税(10%)

消費税(8％）
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地域医療鯖む證燕
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※添付書類:唖忍I)事業概要.その他( )

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,000円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,000円
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のとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその
旨を通知しなければならない。

（会受）

第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（1）退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続してユ年以上会受を滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会）

第1o条会員は、理事長が別に定める退会届を室事長に提出して、任意に退会することができる。
（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の醸決により、これを除名することが
できる。この場合、その会員に対し、鮭決の前に弁明の椴会を与えなければならない。
（1）この定款等に違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

NPO法人r､a.n.地域医療を育む会定款

第ユ章 繕則

（名群）

第1条この法人は、NPO法人f,a・皿地域医療を育む会という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県損ｿ11市に極く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、中京遠地城住民が安心して生活していく上で欠かすことのできない地域医療体制
を考え、住民自らが健康の維持増進を図り、医療等に関する関心を高めるとともに医療、健康、
福祉、介護との絆を深め、地域保健・医療及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種掴

第4条この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

（3）地域安全活動

（事調

第5条この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(ﾕ）特定非営利活動に係る事業

①地域医療に関する啓発一情報発信事業
②地域医寒に関する学習会開催事業

③その他、法人の目的達成のために必要な事業

第4章役員及び職員

（種別及び定数）

第12条この法人に次の役員を砥く。

（1）理事5人以上

（2） 鐸 1人以上

2理事のうち、1人を理事長、ユ人以上2人以内を副理事長とする。

（選任等）

第13条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族がユ人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の診数の3分の1を超えて含ま
れることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第ﾕ4条理事長は、この法人を代表し、その業務を誰理する。
2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか

第3章会員

（種別）

第6条この法人の会員は､次の2種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」という｡）

上の社員とする。

（1）正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2）賛助会貝この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも

－2－－1－

じめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は､理事会を構成し､この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 鐸は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2）この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。

（任期等）

第15条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず､後任の役員が造任されていない場合には､任期の末日後最初の総会が終

結するまでその任期を伸長する。

8補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とする。

4役員は､辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら
ない。

（欠員補充）

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分のエを超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。

（解田

第17条役員が欲の各号の一に該当するに至ったときは、詮会の議決により、これを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、謹決する前に弁明の椴会を与えなければならない。

（1）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

（2）職務上の裟務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第18条役員は、その総数の8分のユ以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した受用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な到頭は、総会の鮭決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第19条この法人に、事務局長その他の職員を侭くことができる。

2戦員は、理事長が任免する。

第5章総会

（種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
（構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）事業計画及び活動予算並びにその変更

（5）事業報告及び決算

（6）役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7）会受の額

（8）借泳金〔その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ｡）
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（9）事務局の組織及び運営

（10）その他運営に関する重要導頭

（開催）

第23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理轄が必要と認め招集の鯖求をしたとき。

（2）正会員総数の2分の1以上から会諺の目的である事項を記戦した書面をもって招集の請求があ
ったとき。

（3）第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
（招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2理副F長は、第23条第2頂第1号及び第2号の規定による繭求があったときは、その日から40日以
内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会謎の日時、場所、目的及び審誌事項を記載した誉面藍もって、少なくと
も5日前までに通知しなければならない。

（厳長）

第25条診会の酸長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
（定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分のユ以上の出席がなければ開会する星とができない。
〈鮭決）

第27条総会における敲決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

－4－一句一
凶
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（開催）

第32条理事会は､孜の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分のユ以上から会巖の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があっ
たとき。

（3）第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理
事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
とも10日前までに通知しなければならない。

（詮長）

第34条理事会の鮭長は、理事長がこれに当たる。

（饒決）

第35条理事会における詮決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は､理事総数の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによる。

（表決権等）

第36条各瑳事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理

事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について､特別の利害関係を有する理事は､その議事の議決に加わることができない。

嘩事録）

第37条理事会の議事については、次の事項を記載した諺事録を作成しなければならない。
（1）日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には､議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しな
ければならない。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員力零面によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

（表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を

もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条

の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について､特別の利害関係を有する正会員は､その議事の詮決に加わることができない。

（侵鐸舞剥

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記す

ること｡）

（3）審鑑事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、礒長及びその会議において選任された議事録署毛人2人以上が記名押印又は署名しな

ければならない。

8前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議

があったとみなされた場合においては、欲の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決離があったものとみなされた事項の内容

（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

（3）総会の決詮があったものとみなされた日

（4）詮事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章理事会

礁成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（棒圃

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付詮すべき事項

（2）総会の譲決した事項の執行に関する事項

（3）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

－6－－5－

第7章資産及び会計

第8章定款の変更､解散及び合併

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立の時の財産目録に記載された資産

（2）会費

（3）寄付金品

（9財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

（6）その他の収益

（資産の区分）

第39条この法人の黄産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

（資産の管理）

第40条この法人の資産は､理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（会計の原則）

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第42条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

（事業計画及び予算）

第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

ない。

（暫定予算）

第坐条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理

事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなすb

（予算の追加及び更正）

第45条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更

正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第46条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決蝉に関する書類は、毎

事業年度終了後､速やかに､理事長が作成し､監事の監査を受け､総会の詮決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第17条この法人の寵業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日lこ終わる．

（臨磯の措砥）

第48条予算をもって定めるもののほか､借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の

放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

（定款の変更）

第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数に

よる議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合､所轄庁の認証を得な

ければならない。

（1）目的

（2）名称

（3）その行う特定非営利活動の種類及び当該塒定非営利活動に係る事業の種類

（4）主たる事務所及びその他の事務所の所在地研轄庁変更を伴うものに限る）

（5）社員の資格の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

（7）会議に関する事項

（8）その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る）

（10）定款の変更に関する事項

（解鋤

第50条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決譲

（2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（の 合併

（5）破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ

ばならない。

3第ユ項第2号の率由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第51条この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散差除く｡）したときに残存する財

産は、法第ユ1条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において礒決された者に譲渡す

るものとする。

（合併）

第52条この法人力&合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の詮決を経、

かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

－8－－ 7 －
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（公告の方法）

第53条この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第ユ項に規定する貸借対照

表の公告については、内閣府NPOポータルサイトに掲載して行う。

第10章 雑則

（細則）

第54条この定款の施行について必要な細則は、理事会の賎決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

ュこの定款は、この法人の成立の日から施行する。

げる者とする。z この法人

理事長

副理事長

理事

同

同

監事

同

3 この法人 第15条第ユ項の規定にかかわらず､成立の日から平成31年

3月31日までとする。

4この法人の設立当初の鐸計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。

5この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年8月31

日までとする。

6この法人の設立当初の入会金及び会我は、第8条の規定にかかわらず、汝に掲げる額とする。

(1)正会員会費 2Ⅱ000円（1年間分）

②賛助会員会費（個人）ユロ 500円（1口以上）（1年間分）

賛助会員会費（団榊1口5，000円（1口以上）（1年間分）

－9－



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-5-〃

経費項目 繩 ･研修費･広聴広報費･雰轆購瀧膳･会議費･資料作成費･資繩瀞費･事務費･事翻漬･人件費

内容 JA役員との意見交換

年月日 令和7年5月26日～年月日 金額 1,410円

目的
JA役員との意見交換

使途
交通費東名御IIIC今静岡IC(@1,410)

政務活動．

県政との

関連性

農業の現場の状況を聴取し今後の質問に役立てる
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,410円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,410円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名。議員氏名自民改革会議・増田享大）

轄理番号 3-5-5-／3

経費項目 噛費

内 容 一般社団法人倫理郷食年会費

年月 日 令和7年5月26日～ 年 月 日 金 額 20,330円

会の趣旨．

目 的

掛川市倫理法人会は会員企栗か地域性揖をけん引すヘミく、地]”塗揖ヤ性'呂、以循に閑~ヲ'｡

様々な課題解決に向け研修会を実施している。

会の活動

内容等

定期勉強会・総会・先進地視察

政務活動．

県政との

関連性

企業支援は重要な県施策であり、県には中小･小規模企業振興基本条例が制定されており、

地域振興も重要な責務である。

く領収書貼付枠＞

･5月末にて退会のため4．5月分
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

20,330円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

20,330円



会員間の金銭の貸借お･よび箇珈Iなどみド
ピ ■ ｰ ･P Jｰq●■■ 戸 F

件や刑蛎事件などにづいては､当所”本会
．’/,‘.｡F‐.、

倫理法人会規程 "11､3-S-s-f

(雑 則）

輔1糸 水規程は､一塒l:ldi法人倫肌lifWCIﾘ『似F「1Mj姉と細-)の定"｛にもとづき
借腿法人会【以下「本会」と秘す）の凱撤，巡傲などにI閲する1噸を定める“

輔2染 水規秘の改庇は、当〃耐任調M1会の識ﾉtによる。

(遡 賎）

第12条

頚
(、 的）

第3 条 本会は、葵行によって直ちに正しきが証明できる純粋倫理を離庇lこ、紙'肘滑の
Iﾖ己革新をはか()、心の経併をめざす人々のネ･ンl､ワークを拡げ、共j!K兆生の祁
神に則った健全な繁栄を英魏L，地峨社会の発展と美しい肚界づくl〕に両献する
ことを目的とす垢、

策13条

(活動）

鋪4 条 本会は、削条の目的を達成するため、以Fの播動を行なう．
1，倫理経営の普及。

2．億理継借にもとづいた各狐セミナー、削減会などの開催。
3．窟士教育センターでの各種セミナーの受識推進｡
4，その他目的を達成するために必要な活動｡ 第14条

(会 貝）

第5条 本会の構成員は次に定めるものとする。
(l)当所正会員で本会に登録した者
（2）当所一般会貝で本会に登録した巻

2．本会の目的．活動に錠同し、申込害と会讃を燃えて提出し、理事会の承認
を得たものとする。

第6条会幽は次のとおI)とする。月簡1nl."円（何口でも可)'
第7条既納の会強は、いかなる理由があっても、これを運通しない。
鋪8．条節6条の会我は、法人会計に充当する。
第9条会員は次の場合、退会とする。

1．会員からの申し出によるとき。
2．会員である法人が解散したとき。
'3－除名きれたとき。

4．鋪6条に定める会蕊の納入を3カ月以上履行せず､一定)明日を定めて納入

澤鈴埋繊繊撫鰯麓蹴鱸瀞鑿蕊愛＝入－．‘､･ゞ 脅､人身一蓬,←‐.‐

(役聴）

第15条

かに該当するときは、社員総会の議決によって、理事
できる。

違反したとき。

－6－
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害：、.ｾ\封I

6‐刷躯務長原則1名とし、3千社以上は2名以内を必要に応じて砥くこ
とができる。

7．監 壷 I～2名

8．地．区腿 各地区］名

9．剛地区畳各地区1名に限り催くことができる。

1千社を越える1i随府県、もしくは広域地域でl錦l縦活性化
のため｣山区を燗蹴できる｡､地区は5111位倫理法人会をもって

紐繊するが､｣似鋼州を考噸して3単位倫理法人会でも可と
する．

10.各突員長1名

11．各副婆貝長1名にIR!]m<ことができる。

]2.相蔽役必要に応じて元会長よ1j襖数名慨くことができる。

13‐師 問必要に応じて3名以内置くことができるc

単位倫理法人会には、以-Fの役耽考を慨く。

1．会 長 1名

2‐副会・長2名以内

3．専任幹蛎1名

4．副専任幹甑］名に限り置くことができる。

5－鞭務長ユ名

6．副邸務長1名に限I]ia<ことができる。

7．監 在1～2名

8．幹 聯10名以上を瓜則とする。

9．相談役必要に応じて元会長より3名以内腫くことができる。
10‐願 問3名以内瞳くことができる。所腿の正襖を妨げない。
本会の全役職者の任期はl年とし、奇任は妨げない。ただし、会長が留任する

秘合は原則として3年を限皮とする。
本会の全役職者は、原則として一人一役とし、他の役畷との雑務はできない。
本会の全役職者は、家庭倫理の会の全役職との兼務はできない。
本会の全役職者は、以~Fの項目に該当した場合、役職を取I)消す。
1．当所の名番を傷つけた場合っ
2．本会の迩営・活動を妨げた塔合。

(補則）‘．

第26条本会の計話動などでの、特定の商品
じる。また､本会の役薫者及び会貝の

智Jの商蛎lを省
力品販売などの＃

し色｡ま/､三昂盈紀琢"ｸ潜戸画~ロ『へ一→‐、

行為､宗教.政治活動の勧鳶及び普及活動の妨げとなる活動も同撤とする。
第27条役職者及び会員が､公理選挙に立候補する場合は下紀の点に留意する。

－．．．1…役載者で選挙に立候補する者は、公駐選挙の公示日より投票日まで辞令を
．・・発行者預かりとする｡.．

2．本会の投喫者及び会員は、当所の紐綴を通して狩定の候柿者の選挙応援を
しては移らない｡ただし個人的に応援することは差し支えない。

3．立候補者は｢溌営者モーニングセミナー」や各種セミナー・識波会など当
所の諸会合において、選挙運動をしてはならない。

(附則）

[改定実施日］

第28条 この規程は､､一般社団法人及び一般財団法人に関する法#汲ぴ公益社団法人及
び公益財団法人の認定琴に関する法律の糊fに伴う関係法律の盤備等に間する法
律第121条第ﾕ項において読み替えて準用するl司法第IM条第1虹に定める一般法
人の設立の登記の日から施行する。

第16条

沿革

制 定

改 正

平成25年9月2日

斗誠28年11月22日

令和3雫3月27日

--部改訂

一部改訂
肖17条

条
条
条

８
９
０

１
１
２

ざ
‐
：
；

里営）

；21条本会は、担当研究員の指導のもとに迩紳を推進する。
会､企画会、委員会なと‘の会識をI洲世する。

の助成金、活動による釆爽、寄付金などによって

会貝に対して馴嘩報告、会計雑告を行なう。

出張旅凹及び慶弔などに関する抑11は、各会が実
て処理することとする。
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句
Ｊ
■
０
口
″
Ⅱ

Ｉ
ｉ
－



様式第1－1号

支 出 証 拠 害

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-5-ﾉﾘ

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊識饒瀧憤･会議費･資料胴戎費･鮮閥静費鰯 ･藷翻濱･人件費

内 容 事務所電話代

年 月 日 令和7年5月26日～ 年 月 日 金 額 4,362円

I

目 的
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令和7年 5月分
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案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4,362円
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請求年月

MONTHOFISSUE
お客様電話番号等
BILL.INGNUMBER

2025年 5月ご請求分0537-21-2700

ﾖｰ3－－4=ﾉタご請求肉訳 ）(お客梯番号

ス科は、あまねく日本全国においてユニノ‘

r東西の加入電鯖等) ‘の提供を確保するメ
． ，ざ．． . ，。．・・

吟でず。なおミー卿社研法人電気通信事對
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内訳項目 金額（円）
[HAR6EBREAK"WNBY[ATE6ORYW[N)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAILSOFCHARGEBREAKDOWN

'本内訳は、各サービス提供事業者が
､発行したものです。 〕
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内訳項目 金額（円）
CHARGEBREAKDOWNBYCATE6OW(YEN)

内訳金額（円）
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号

経費項目 鋤･研修費･蝿醐漬･蕊談儲翻費･会議費･資料侑績･資繩鴬入費･事務費･事諏漬･人件費

内容 県庁にて調査

年月日 令和7年5月27日～年月日 金額 2,820円

目的
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠 書

（会派名。議員氏名 自民改革会議・ 増田 享大）

整理番号 3-5-5-小／

経費項目 調査研究費.研修費.蠅費雷識瀞鋤費会議費.資料作成費.資繩鴬入費.事務費事翻潰人件費

内 容 静岡県議会リポート作製代

年月 日 令和7年5月28日～ 年 月 日 金 額 477,563円

目 的
静岡県議会リポート作製代

使 途
作製費、新聞折り込み代

関連性

県政の状況を報告し今後の議会活動に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

477,563円

案分率(b)

1/1

100%

政務活動費支出額(a×b)

477,563円
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一

増田享大様 株式会社アプリッ

〒436-0115

静岡県掛川市吉岡73
件名：県議会リポート39制作

下記のとおりご請求申し上げます。
TEL:0537-29-8220

FAX:0537-26-0678

info@applic-a.net
登録番号:T8080401021150

ご請求金額 ￥477,563-

お支払い期限:2025年06月30日

※誠に勝手ながら、振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

お振込先：

島田掛川信用金庫桜木支店(普)0226614株式会社アプリック代表取締役青木裕二
静岡銀行掛川支店(普)0953977株式会社アプリック代表取締役青木裕二
浜松いわた信用金庫掛川支店(普)5105390株式会社アプリツク代表取締役青木裕二

0058745 2/2 EPYNO19342# 4517998600001

品番・品名 数量 単価 金額

県議会リポート制作 26,2ﾕ0部 12．5 327,625

仕様:B4コート58k、4c/4c、オリフン

新間折り込み（掛川市全域）※折り込み手配費含む 24,210部 4.4 106,524

小計 434,149

消費税(ﾕ0％） 43,414

合計 477,563



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名。議員氏名自民改革会議。増田享大）

轄理番号 3-5-5-〃

経費項目 職 ･研修費･広聴広報費･覇縮鞘鋤費･会議費･資料胴媛･資繩静費･事務費･謡翔漬･人件費

内容 石油商組合会員との意見交換

年月日 令和7年5月29日～年月日 金額 2,820円

目的 庭謬由闘伽多弱矢､を魏耳又．

使途
交通費東名御IIIC-静岡IC(@1,410×2)

関連性

石油商の実情を聴取し今後の質問に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1/1

100％

｣函劣Y古到賛文出韻(a×bノ

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議。増田享大）
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経費項目 調劃形蹟･研修費･広聴広報費･雰識漂諦婚･会議費･資料侑婚総事務費･事諏費･人件費

内容 聖教新聞購読料（州'が）

年月日 令和7年5月31日～年月日 金額 1,934円

目的
情報収集

使途
聖教新聞購読料

関連性

政治団体の主張に関する情報を収集することは県の重要な施策である。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,934円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,934円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

轄理番号 3-5-5-jW

経費項目 調剤職賓･研修費･圃就報費・鶏調誇鰯債･会議費･資料作鑪･職･事務費･藷弼漬･人件費

内 容 新聞購読料 （州'”

年月 日 令和7年5月31日～ 年 月 日 金 額 1,650円

「

目 的
1官辛便↓IX=

使 途
新聞購読料

関連性

卿埼べ｣紳叫父暁ゞ敵辮噴側"紬↓･ﾘシ

く領収書貼付枠＞

農職2025年5月分
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冒鐸
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IF馬
‘も;藻

'豊蕊簾誰溌蒔群鐸號識篭賎溌
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領収証 発証No 00022806-202505-1

ひろ（事）様

※は軽減税率対象 登録番号:T5080402017266

層蕊霊羅ﾃ藪凧可
毎度ご附読有難うございます (有)風間新
卜記今額正に領収致しました 掛川市駅前4－6

TELO537－24－4811

溌溌諜溌

藍鰡讓漂憲罐賎溌霧零謹難藤瀧溌識溌藤蕊調認舗溌灘簾龍弱溌潅驍蕊鑿認霞篭蕊裟騨謂涛燭
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伍苔 孑内 音B数 垂 摺員

静岡新聞※ 1 3,300

合 昌十 金 諏

\3,300
（8%対象3,300円
内消費税 244円）

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

3,300円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1,650円



様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議。 増田 享大）

ｚ
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八
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、

轄理番号 3雲5-5-〃‐

経費項目 調査研究費･研修費｡広聴広報費･蕊識儲瀧債･会議費･資料作成費･資繩鴬入費･事務費･事瀞漬･鰻

内 容 事務員雇用

年月 日 令和7年5月31日～ 年 月 日 金 額 30,000円

目 的
政務活動を行う事務員給料

使 途
令和7年5月分

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

60,000円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

30,000円



＝ 1 － ／’

虻、引剛

名・議員E

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行恨識 C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行足醗 km km kmD

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行胤難0Im)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離伽）／総走行足蹴（上記C)(km)
･充当胴套割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行MEWt(km) 積算方法※ 充当額（円）

” 18円×1,289km/1,289km 23,202

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

く領収琴占付枠＞

案分の理由 領収書金額(a)

円

案分率(b)

／

％

政務活動費支出額(a×b)

円
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27 県庁にて調杳 自宅〈=>県庁 110

28 JA#MII市総会・市役所･森づくりミーティング

自

自宅〈=>市役所、 14

29 横須賀小視察・倉真川視察・石油商意見交換 自宅くづｲ…小、自宅骨倉真

川各地、自宅〈二>アソシア

157

30 大東地区視察・大須賀第一まち協総会 自宅〈二>大

賀支所

東各地、自宅骨大須 60

合 計 X”


